
JP 4172929 B2 2008.10.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先細りの先端形状を有し携帯工具に固定保持する差込みブラケットと、この差込みブラ
ケットと係合して携帯工具を保持するホルダ本体からなり、
　前記ホルダ本体に、溝をガイドにして前記差込みブラケットを滑り込ませる収納空間と
、収納空間内に収納された差込みブラケットの後端角部に当接して該収納空間からの引き
抜けを防止するストッパーを設け、
　前記ストッパーは、斜め下方に延びる傾斜面と、該傾斜面に沿ってスライド可能で、か
つ、前記差込みブラケットの後端角部との接触により、該差込みブラケットの前記収容空
間からの引き抜きを防止し、その接触の解除により該差込みブラケットの前記収容空間か
らの引き抜きを可能にするスライダーと、前記差込みブラケットを前記収容空間内に滑り
込ませたときには前記スライダーの、前記傾斜面に沿ったスライドを許容する一方で差込
みブラケットが前記収容空間内に収容されると同時にその復元力により前記スライダーを
初期位置に戻す弾性部材とからなる、ことを特徴する携帯工具用ホルダ。
【請求項２】
　差込みブラケットの後端角部は斜め下方に延びる傾斜面とは異なる角度を有する請求項
１記載の携帯工具用ホルダ。
【請求項３】
　ホルダの収納空間に、差込みブラケットの先端に接触させて位置決めを行なう位置決め
部材を設ける請求項１または２記載の携帯工具用ホルダ。
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【請求項４】
　差込みブラケットはその先端部に、位置決め部材に適合する切り欠部を有する請求項１
～３の何れかに記載の携帯工具用ホルダ。
【請求項５】
　ホルダ本体に先端部に凸部を備える弾性舌片を設け、差込みブラケットに弾性舌片の凸
部に係合する凹部を設けた、請求項１～４の何れかに記載の携帯工具用ホルダ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建設現場等において使用される巻き尺等の携帯工具を着脱自在に保持するホル
ダに関するものであって、該携帯工具の収納、取り出しを簡便な操作のものに行い、収納
状態での不用意な脱落を確実に防止しようとするものである。
【０００２】
【従来の技術】
携帯工具は、持ち運びが容易で、その使用に際しては簡単に取り出すことができるように
作業者のベルトに直接引っ掛けるクリップを備えたものが一般的になっている。
【０００３】
ところで、クリップのような保持機構を備えた工具は、その挟持力が一定であることから
、ベルトの厚さが厚い場合には、その着脱が容易でなく、逆にベルトの厚さが薄い場合に
は作業者の姿勢によってはその保持位置が簡単にずれたり抜け落ちる等の不具合があった
。
【０００４】
この点に関しては、上方を開放したケースに工具を入れ込んでケースに設けた係合爪にク
リップ止めする実開平５－４５５０２号公報に開示のような携帯ケースやホルダー本体と
差込体とを組み合わせ、該差込体をホルダー本体に差し込むことによって工具を着脱自在
に保持する特許第２７５６７８３号明細書に開示のようなセーフティホルダが知られてい
る。
【０００５】
しかしながら、前者の携帯ケースは、クリップ止めタイプであるため、ケースに大きな衝
撃が加わった場合にはその係合が解除されることが否定できず、後者のものは、ホルダー
本体から工具を取り外す際に、係合部を開放するため差込体に設けられた２本のアームを
挟み込むように握ると同時に工具本体を保持しつつ上方にスライドさせる必要があること
から作業者は不自然は持ち方を余儀なくされ、しかも、誤って工具を落下させてしまった
場合に、アーム部が簡単に破損してしまうおそれがあった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、工具の収納、取り出しが簡単で、収納状態での不用意な脱落を確実に防
止できる新規なホルダを提案するところにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、先細りの先端形状を有し携帯工具に固定保持する差込みブラケットと、この
差込みブラケットに係合して携帯工具を保持するホルダ本体からなり、
　前記ホルダ本体に、溝をガイドにして前記差込みブラケットを滑り込ませる収納空間と
、この収納空間で差込みブラケットの先端に接触させて位置決めを行なう位置決め部材と
、収納空間内に収納され差込みブラケットの後端角部に当接して該収納空間からの引き抜
けを防止するストッパーを設け、
　前記ストッパーは、斜め下方に延びる傾斜面と、該傾斜面に沿ってスライド可能で、か
つ、前記差込みブラケットの後端角部との接触により、該差込みブラケットの前記収容空
間からの引き抜きを防止し、その接触の解除により該差込みブラケットの前記収容空間か
らの引き抜きを可能にするスライダーと、前記差込みブラケットを前記収容空間内に滑り
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込ませたときには前記スライダーの、前記傾斜面に沿ったスライドを許容する一方で差込
みブラケットが前記収容空間内に収容されると同時にその復元力により前記スライダーを
初期位置に戻す弾性部材とからなる、ことを特徴する携帯工具用ホルダである。
【０００８】
上記の構成になる携帯工具用ホルダにおいて、差込みブラケットの後端角部はストッパー
の、斜め下方に延びる傾斜面とは異なる角度を設けるのが好適である。
【０００９】
ホルダの収納空間には、差込みブラケットの先端に接触させて位置決めを行なう位置決め
部材を設けるのが望ましく、また、差込みブラケットはその先端部に、位置決め部材に適
合する切り欠部を設けるのが好ましい。
【００１０】
ホルダ本体に先端部に凸部を備える弾性舌片を設け、差込みブラケットに弾性舌片の凸部
に係合する凹部を設けることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明をより具体的に説明する。
図１は本発明に従うホルダの外観斜視図を示したものであり、図２はその分解斜視図をそ
れぞれ示したものである。図において１は先細りの先端形状を有し、巻き尺の如き携帯工
具Ｍに対してねじ止め等によって固定保持する差込みブラケットである。この差込みブラ
ケット１は先端に切り欠部１ａが設けられており、その側面には工具Ｍに直接接触するベ
ース１ｂを備える。
【００１２】
また、２は作業者のベルトに通して携帯することができるホルダ本体である。このホルダ
本体２はベースプレート２ａとこのベースプレート２ａと連結するサブプレート２ｂから
なっており、これらの相互間で溝２ｃとこの溝２ｃをガイドにして差込みブラケット１を
滑り込ませる収納空間Ｓが形成されている。
【００１３】
また、３は収納空間Ｓで差込みブラケット１の先端に接触して位置決めを行なう位置決め
部材である。この位置決め部材３はこの例では、ホルダ本体２のベースプレート２ａに一
体的に設けたものとして示してある。
【００１４】
４はストッパーであり、このストッパー４はスプリングの如き弾性部材４ａを内装し斜め
下方に延びる傾斜面４ｂに沿って進退移動できるスライダー４ｃからなっている。ストッ
パー４は収納空間Ｓ内で位置決めされた差込みブラケット１の後端角部１ｃに接触して該
収納空間Ｓからの抜け落ちを防止するものであるが、図１中の矢印方向に対し強制的にス
ライドさせることにより差込みブラケット１の後端角部１ｃとの接触を解除することが可
能になっており、これにより収納空間Ｓからの差込みブラケット１の引き抜きを可能とす
る。
【００１５】
図３に示すように、ホルダ本体２の上方から溝２ｃに沿い差込みブラケット１を滑り込ま
せるとストッパー４はブラケット１によって傾斜面４ｂに沿い強制的にスライドしていく
（押し広げられる）。差込みブラケット１の先端が位置決め部材３に当接すると同時にス
トッパー４は弾性部材４ａの復原力にて初期位置に戻り（ストッパー４の下端がブラケッ
ト１の後端角部１ｃに接触する）図４、図５に示すような状態で収納空間Ｓに収められる
こととなり、それを抜き取るべく、上方へ引き上げても抜き取ることができない。
【００１６】
　差込みブラケット１の後端角部１ｃには、ストッパー４の傾斜面４ｂおける角度θ１と
は異なる角度θ２が付けられているため（図５参照）、ストッパー４による下方への押し
付け力が増し、収納空間Ｓにおいて差込みブラケット１は位置決め部材３との間で確実に
保持されることとなり、がたつきが生じることがない。
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【００１７】
ホルダ本体２の背面には、図６、図７に示すように作業者のベルトに通す開口２ｄが設け
られており、この開口２ｄにベルトを通すことによってホルダ本体２は作業者のベルトに
確実に保持される。
【００１８】
ホルダ本体２から、携帯工具Ｍを取り外すには、携帯工具Ｍを把持するとともに作業者の
母指にてストッパー４を下方に向けて押圧する。
【００１９】
　そうすると、ストッパー４は傾斜面４ｂに沿って強制的にスライドしていき、差込みブ
ラケット１の後端角部１ｃとの接触が解除される。このとき、携帯工具Ｍを上方に引き上
げると差込みブラケット１は携帯工具Ｍとともに収納空間Ｓから引き抜かれることとなる
。
【００２０】
ストッパー４のスライダー４ｃは傾斜面４ｂに沿い斜め下方にスライドするものであるか
ら、携帯工具の取り外しは極自然に行なうことが可能であり、このとき携帯工具も自然な
形で把持できる。
【００２１】
ホルダ本体２のベースプレート２ａに、先端に凸部を有する弾性舌片５を設け（図１参照
）、差込みブラケット１の正面には、図８に示すように弾性舌片５の凸部に適合する凹部
１ｄを設けておくことにより、差込みブラケット１が収納空間Ｓに収められたとき、弾性
舌片５の凸部が差込みブラケット１の凹部１ｅに嵌まり込むため、上掲図７に示すような
Ｘ方向でのがたつきを効果的に防止することができる。
【００２２】
本発明に従うホルダは部材を連結するねじを除いて合成樹脂にて構成できるものであるが
、その材質についてはとくに限定されない。
【００２３】
また、上掲図１では、ホルダ本体２をベースプレート２ａとサブプレート２ｂにて構成し
、これをねじ止めして一体化する例として示したが、これは一体成形によるものであって
もかまわない。
【００２４】
【発明の効果】
本発明によれば、携帯工具に固定保持した差込みブラケットをホルダ本体に差し込むだけ
でロック状態に保持でき該ホルダ本体に携帯工具を確実に取り付けることができる。
【００２５】
また、本発明によれば、携帯工具を把持してストッパーを母指にて軽く押圧したまま引き
抜くだけでホルダ本体から携帯工具を取り外すことができ、取り外しの際の操作性を著し
く改善できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に従う携帯工具用ホルダの外観斜視図である。
【図２】　図１の分解状態を示した図である。
【図３】　ブラケットの差し込み状態を示した図である。
【図４】　ブラケットの差し込み完了状態を示した図である。
【図５】　図４においてサブプレートを取り外した状態を示した図である。
【図６】　ホルダ本体の背面を示した図である。
【図７】　図６のＡ－Ａ断面を示した図ある。
【図８】　ブラケットの正面を示した図である。
【符号の説明】
１　差込みブラケット
１ａ　切り欠部
１ｂ　ベース
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１ｃ　後端角部
１ｄ　凹部
２　ホルダ本体
２ａ　メインプレート
２ｂ　サブプレート
２ｃ　溝
２ｄ　開口
３　位置決め部材
４　ストッパー
４ａ　弾性部材
４ｂ　傾斜面
４ｃ　スライダー
５　弾性舌片
Ｍ　携帯工具
Ｓ　収納空間

【図１】 【図２】

【図３】



(6) JP 4172929 B2 2008.10.29

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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